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＜利用契約別紙＞ 

 

＜令和 7 年 5 月 1 日改定版第 2 号＞ 
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介護老人保健施設ピュアネス藍 

＜通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション＞ 
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（１）運営規定の概要 

 

＜施設の名称等＞ 

・ 施設名      介護老人保健施設ピュアネス藍 

・ 所在地      奈良県大和郡山市本庄町１−５ 

・ 電話番号     ０７４３−５６−８００１ 

・ ＦＡＸ番号    ０７４３−５６−９０７６ 

・ 管理者氏名    野中家久 

・ 開設年月日    平成９年１１月１日 

・ 介護保険指定番号 奈良県第２９５０２８０１１１号 

 

 

＜事業の目的と運営の方針＞ 

１， 通所リハビリテーション計画を立て必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の

機能の維持回復を図り、可能な限り自宅で自立した生活を過ごして頂けるように在宅ケア

の支援に努めます。 

２， 自傷他害の恐れがある場合等緊急やむを得ない場合以外、身体拘束を行いません。 

３， 居宅介護支援事業所や保健医療福祉サービス提供者、関係市町村と綿密な連携を図り、

利用者が地域で総合的サービスを受けられるように努めます。 

４， 明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性的に」過ごせるサービ

ス提供に努めます。 

５， 懇切丁寧を旨とし、利用者や家族に療養上必要な事項について理解しやすいように同意

を得て指導・説明をします。 

６， 個人情報は個人情報保護法や厚生労働省のガイドライン、施設の「個人情報の利用目的」

（別掲）に従って適切に取り扱い、外部への情報提供は利用者等の了解を得ることにしま

す。 

 

＜通常のサービス提供地域・日時等＞ 

・ サービスを提供する地域  大和郡山市・斑鳩町・安堵町 

・ サービスを提供する日   月曜日から土曜日（祝日を含む）【年末年始を除く】 

・ サービスを提供する時間  午前９時４０分から午後４時まで 

・ 施設の営業時間      午前９時から午後６時まで 

・ １日の利用の定員     ３５名 
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＜施設の職員体制及び職務内容＞ 

・ 管理者 １人 

従業者の総括管理、指導を行う 

・ 医師 ０．８人 

利用者の病状及び心身の状況に応じて日常的な医学的対応を行う 

・ 看護職員又は介護職員 ７人 

看護職員は投薬等の医療行為や介護を行う。介護職員は介護を行う。 

・ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 １人 

医師や看護職員と共同してリハビリテーション実施計画書を作成し、リハビリテーシ

ョンの実施に際し指導を行う。 

・ 事務員 １人 

介護事務を行う。 

※上に示す人数は介護保険施設の基準に基づく常勤換算方法により計算された人数です。 

 

 

＜サ—ビス内容＞ 

・ 通所リハビリテーション計画書に基づいて実施される必要なリハビリテーション、入浴介

助、食事の提供、介護及び送迎を実施します。 

 

 

＜利用者の負担額＞ 

・ 別掲の通りです。（「利用料金について」をご覧下さい） 

 

 

＜ハラスメントの防止＞ 

 ・ 適切なサービスの提供を確保する観点から、施設において行われる性的な言動、立場的優 

   越な関係を背景にした言動において、必要かつ相当な範囲を超えたものによりサービスの 

提供が害されることを防止いたします。 

 

 

＜施設利用に当たっての留意事項＞ 

・ 利用中の食事は特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がり下さい。 

・ 設備や備品は大切に取り扱い下さい。 

・ 禁止事項は次の通りです。 
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(1) 飲酒、喫煙 

(2) ライター、マッチ等の火気の持ち込み 

(3) 金銭・貴重品、ペットの持ち込み 

(4) 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

(5) 他の利用者及び従業員に対しての暴力行為、誹謗中傷、ハラスメントを含むその他

迷惑行為 

 

・ 施設や職員へのお心付けは介護保険の制度上禁じられておりますのでご遠慮下さい。 

 

 

＜非常災害対策＞ 

・ 防災設備は消防法令その他諸法令に定められた通りの設備を具備し、有資格者に点検を実

施させます。 

・ 防災訓練は年に２回実施します。 

・ 非常災害時、訓練時は職員の誘導・指示に従って下さい。 

 

 

＜業務継続計画＞ 

 ・ 施設は感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施し、非常時の 

   体制で早期の業務再開を図るための計画を策定しています。 

 

 

＜事故発生の防止＞ 

・ 安全で質の高い介護・医療サービスを提供するため、事故発生の防止に努めます。 

 

 

＜守秘義務と個人情報の保護＞ 

・ 施設職員は正当な理由がなく利用者及び家族の個人情報を漏らしません。 

・ 職員が職員でなくなった場合も同様に個人情報を漏らしません。 

 

 

＜第三者による評価＞ 

・ 第三者による評価は実施しておりません。 
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＜その他運営に関する重要事項＞ 

・ 定員を超えて利用できません。 

・ 運営規定に関する概要、職員の勤務体制、協力病院、利用者の負担額、苦情の処理の対応、

プライバシーポリシーを施設内に掲示します。 

・ 法令や運営規定に定めのない重要事項は役員会で定めます。 

 

 

（２）従業者の勤務の体制 

 

施設長 １名 

医師 １名 

看護職員または介護職員 ７名 

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 １名 

事務職員 １名 

※実際に勤務する最低人数を掲示しています。 

 

 

（３）事故発生時の対応 

 

＜緊急時の対応＞ 

・ 施設医師の医学的判断により診察等が必要と認められる場合、併設医療機関、協力歯科医

療機関での診察等を依頼することがあります。 

・ 通所リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、施設は緊急連絡先

に連絡します。 

 

 

＜事故発生時の対応＞ 

・ サービスの提供により事故が発生した場合、施設は利用者に必要な措置を講じます。 

・ 施設医師が医学的判断に基づき医学的対応が必要と判断した場合、併設医療機関、協力歯

科医療機関または他の専門的機関での診察を依頼します。 

・ サービスの提供により事故が発生した場合、施設は速やかに緊急連絡先及び保険者の指定

する行政機関に連絡します。 
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（４）苦情処理の体制 

 

＜苦情処理の体制＞ 

・ 施設には支援相談の専門員として、支援相談員が勤務していますのでお気軽にご相談下さ

い。 

・ 要望や苦情などは、支援相談員または事務長までお寄せいただければ速やかに対応いたし

ます。 

 

（平日９：００〜１７：００ 日・祝を除く） 

 

 

＜要望または苦情の窓口等＞ 

・ 事業所の窓口 

   介護老人保健施設ピュアネス藍       電話 ０７４３−５６−８００１ 

・ 市町村及び公共団体の窓口 

   大和郡山市役所 介護福祉課高齢福祉係   電話 ０７４３−５３−１１５１ 

   安堵町役場 健康福祉課 福祉保健センター 電話 ０７４３−５７−１５９０ 

   斑鳩町役場 住民生活部福祉課高齢福祉係  電話 ０７４５−７４−１００１ 

   奈良県国民健康保険団体連合会 介護保険課指導相談係 

                        電話 ０７４４−２９−８３２６ 

                        電話 ０１２０−２１−６８９９ 

 

 

（５）通所リハビリテーションについて 

 

＜介護保険証等について＞ 

 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は要介護認定（要支援認定）を

お持ちの方が対象になる介護保険サービスです。介護保険の請求のため、ご利用前と介護保険証

や負担割合証に変更があった場合に介護保険証、負担割合証を確認させていただきます。また、

介護保険証や負担割合証に変更があった場合はお声がけ下さい。 

 

 

＜居宅サービス計画について＞ 

 通所リハビリテーションは、利用者が家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サー

ビス計画に基づきます。当施設では、医学管理の下における看護、介護、リハビリテーション、
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その他の医療、日常生活のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上、ご家族様の負担軽減を

図るために提供されます。居宅サービス計画の詳細については、担当の介護支援専門員までお問

い合わせ下さい。 

 

 

＜通所リハビリテーション計画について＞ 

 サービス提供にあたり、通所リハビリテーション計画が作成されます。利用者・ご家族様の希

望を十分に取り入れて作成いたします。ご希望等がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

また、通所リハビリテーション計画には同意をいただくことになりますので、通所リハビリテー

ション計画の説明にご同意頂いた時は通所リハビリテーション計画書にご署名をお願いします。 

 

 

（６）利用料金について 

＜介護保険給付の利用料金＞ 

（１）介護保険による利用料金の説明（要介護・要支援共通） 

 介護保険による給付（利用料）は、厚生労働省の告示で定められた単位数の合計に、地域やサ

ービスごとに異なる割合を掛けて求められます。当施設（大和郡山市）の通所リハビリテーショ

ンの１単位の単価は１０円３３銭です。 

 原則として利用者負担は１割（異なる方もおられます。介護保険証、負担割合証でご確認下さ

い）ですので、合計単位数に 1.033 を掛けて得た額が介護保険の請求金額（利用者負担金額）と

なります。 

 

（２）通所リハビリテーションの基本料金（要介護認定をお持ちの方） 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）」よ

り抜粋し編集しています。実際にはご利用いただけないサービスも含まれておりますので予めご

了承下さい。 
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 ① 施設利用料（１日あたりの利用料） 

介護度 利用時間 単位数 金額 介護度 利用時間 単位数 金額 

要 

介 

護 

１ 

１時間以上 
２時間未満 369 382 円 

要 

介 

護 

４ 

１時間以上 
２時間未満 458 474 円 

２時間以上 
３時間未満 

383 396 円 
２時間以上 
３時間未満 

555 574 円 

３時間以上 
４時間未満 486 502 円 

３時間以上 
４時間未満 743 768 円 

４時間以上 
５時間未満 

553 572 円 
４時間以上 
５時間未満 

844 872 円 

５時間以上 
６時間未満 

622 643 円 
５時間以上 
６時間未満 

987 1,020円 

６時間以上 
７時間未満 

715 739 円 
６時間以上 
７時間未満 

1,137 1,175円 

７時間以上 
８時間未満 762 788 円 

７時間以上 
８時間未満 1,215 1,255円 

要 

介 

護 

２ 

１時間以上 
２時間未満 

398 412 円 

要 

介 

護 

５ 

１時間以上 
２時間未満 

491 508 円 

２時間以上 
３時間未満 439 454 円 

２時間以上 
３時間未満 612 633 円 

３時間以上 
４時間未満 565 584 円 

３時間以上 
４時間未満 842 870 円 

４時間以上 
５時間未満 642 664 円 

４時間以上 
５時間未満 957 989 円 

５時間以上 
６時間未満 

738 763 円 
５時間以上 
６時間未満 

1,120 1,157円 

６時間以上 
７時間未満 

850 878 円 
６時間以上 
７時間未満 

1,290 1,333円 

７時間以上 
８時間未満 

903 933 円 
７時間以上 
８時間未満 

1,379 1,425円 

要 

介 

護 

３ 

１時間以上 
２時間未満 429 444 円 

１日あたりの所定単位数 

２時間以上 
３時間未満 498 515 円 

３時間以上 
４時間未満 

643 665 円 

４時間以上 
５時間未満 730 754 円 

５時間以上 
６時間未満 

852 881 円 

６時間以上 
７時間未満 

981 1,014 円 

７時間以上 
８時間未満 1,046 1,081 円 

 

※ 表は１日あたりの所定単位数及び１割負担の方の自己負担金額概算です。 
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② その他の加減算（ご利用頂いたサービスにより追加されます） 

１，感染症又は災害の発生を理由とする利用者減少に対する加算 

：所定単位数の３％加算／月  (※加算条件を満たした月より最長６ヶ月間)  

２，理学療法士等体制強化加算：３０単位／日（３１円／日） 

３，延長サービス加算１：５０単位／回（５２円／回）※８時間以上～９時間未満の場合 

４，延長サービス加算２：１００単位／回（１０３円／回）※９時間以上～１０時間未満の場合 

５，延長サービス加算３：１５０単位／回（１５５円／回）※１０時間以上～１１時間未満の場合 

６，延長サービス加算４：２００単位／回（２０７円／回）※１１時間以上～１２時間未満の場合 

７，延長サービス加算５：２５０単位／回（２５９円／回）※１２時間以上～１３時間未満の場合 

８，延長サービス加算６：３００単位／回（３１０円／回）※１３時間以上～１４時間未満の場合 

９，リハビリテーション提供体制加算１：１２単位／回（１３円／回）※３時間以上～４時間未満 

１０，リハビリテーション提供体制加算２：１６単位／回（１７円／回）※４時間以上～５時間未満 

１１，リハビリテーション提供体制加算３：２０単位／回（２１円／回）※５時間以上～６時間未満 

１２，リハビリテーション提供体制加算４：２４単位／回（２５円／回）※６時間以上～７時間未満 

１３，リハビリテーション提供体制加算５：２８単位／回（２９円／回）※７時間以上～ 

１４，中山間地域等提供加算：所定単位数の５％／日 

１５，入浴介助加算Ⅰ：４０単位／日（４２円／日） 

１６，入浴介助加算Ⅱ：６０単位／日（６２円／日） 

１７，リハビリテーションマネジメント加算イ：５６０単位／月（５７９円／月） 

※同意日から 6 ヶ月以内 

１８，リハビリテーションマネジメント加算イ：２４０単位／月（２４８円／月） 

※同意日から 6 ヶ月超え 

１９，リハビリテーションマネジメント加算ロ：５９３単位／月（６１３円／月） 

※同意日から 6 ヶ月以内 

２０，リハビリテーションマネジメント加算ロ：２７３単位／月（２８２円／月） 

※同意日から 6 ヶ月超え 

２１，リハビリテーションマネジメント加算ハ：７９３単位／月（８２０円／月） 

※同意日から 6 ヶ月以内 

２２，リハビリテーションマネジメント加算ハ：４７３単位／月（４８９円／月） 

※同意日から 6 ヶ月超え 

２３，事業所の医師がリハビリマネジメントを利用者に説明し、同意を得た場合： 

                      ２７０単位／月（２７９円／月） 

２４，短期集中個別リハビリテーション実施加算：１１０単位／日（１１４円／日） 

２５，認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ：２４０単位／日（２４８円／日） 

                         ※ 限度を週２回とする 
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２６，認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ：１９２０単位／月（１９８４円／月） 

２７，生活向上リハビリテーション実施加算：１２５０単位／月（１２９２円／月） 

                     ※利用開始月から６ヶ月以内 

２８，若年性認知症利用者受入加算：６０単位／日（６２円／日） 

２９，栄養アセスメント加算：５０単位／月（５２円／月） 

３０，栄養改善加算：２００単位／月（２０７円／月）※ １ヶ月に２回を限度 

３１，口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ：２０単位／回（２１円／回）※６ヶ月に１回を限度 

３２，口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ：５単位／回（６円／回）※６ヶ月に１回を限度 

３３，口腔機能向上加算Ⅰ：１５０単位／月（１５５円／月）※1 ヶ月に２回を限度 

３４，口腔機能向上加算Ⅱイ：１５５単位／月（１６１円／月）※1 ヶ月に２回を限度 

３５，口腔機能向上加算Ⅱロ：１６０単位／月（１６６円／月）※1 ヶ月に２回を限度 

３６，重度療養管理加：１００単位／日（１０４円／日） 

３７，中重度者ケア体制加算：２０単位／日（２１円／日） 

３８，科学的介護推進体制加算：４０単位／月（４２円／月） 

３９，同一建物減算：－９４単位／日（－９８円／日） 

４０，送迎減算：－４７単位／片道（－４９円／片道） 

４１，退院時共同指導加算（退院時 1 回を限度）：６００単位／回（６１９円／回） 

４２，移行支援加算：１２単位／日（１３円／日） 

４３，サービス提供体制強化加算Ⅰ：２２単位／回（２３円／回） 

４４，サービス提供体制強化加算Ⅱ：１８単位／回（１９円／回） 

４５，サービス提供体制強化加算Ⅲ：６単位／回（７円／回） 

４６，介護職員等処遇改善加算Ⅰ：所定単位数の８，６％加算／月 

４７，介護職員等処遇改善加算Ⅱ：所定単位数の８，３％加算／月 

４８，介護職員等処遇改善加算Ⅲ：所定単位数の６，６％加算／月 

  

 

 

※実際にご利用いただけるサービスは個別に異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。 
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（３）介護予防通所リハビリテーションの基本料金（要支援認定をお持ちの方） 

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百

二十七号）」より抜粋し編集しています。実際にはご利用いただけないサービスも含まれておりま

すので予めご了承下さい。 

 

①  施設利用料（１月あたりの利用料） 

 要支援１・・・２，２６８単位（２，３４３円） 

 要支援２・・・４，２２８単位（４，３６８円） 

 

  ② その他の加算（１月あたり） 

 １，中山間地域等提供加算：所定単位数の５％加算 

 ２，生活行為向上リハビリテーション実施加算：５６２単位（５８１円） 

※利用開始月から 6 ヶ月以内 

 ３，若年性認知症利用者受入加算：２４０単位（２４８円） 

 ４，同一建物減算２Ⅰ：－３７６単位（－３８９円） 

 ５，同一建物減算２Ⅱ：－７５２単位（－７７７円） 

 ６，介護予防通所リハビリテーションを利用した開始月から起算して１２ヶ月を超えた期間に 

    介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算【要支援１】：-－１２０単位（－１２４円） 

 ７，介護予防通所リハビリテーションを利用した開始月から起算して１２ヶ月を超えた期間に 

    介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算【要支援２】：-－２４０単位（－２４８円） 

 ８，退院時共同指導加算（退院時 1 回を限度とする）：６００単位／回（６１９円／回）  

９，栄養アセスメント加算：５０単位（５２円） 

１０，栄養改善加算：２００単位（２０７円） 

１１，口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ：２０単位／回（２１円／回）※６ヶ月に１回を限度 

１２，口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ：５単位／回（６円／回）※６ヶ月に１回を限度 

１４，口腔機能向上加算Ⅰ：１５０単位／月（１５５円／月） 

１５，口腔機能向上加算Ⅱ：１６０単位／月（１６６円／月） 

１６，一体的サービス提供加算：４８０単位（４９６円）  

１７，科学的介護推進体制加算：４０単位（４２円） 

１８，サービス提供体制強化加算Ⅰ１：８８単位（９１円） 

１９，サービス提供体制強化加算Ⅰ２：１７６単位（１８２円） 

２０，サービス提供体制強化加算Ⅱ１：７２単位（７５円） 

２１，サービス提供体制強化加算Ⅱ２：１４４単位（１４９円） 

２２，サービス提供体制強化加算Ⅲ１：２４単位（２５円） 

２３，サービス提供体制強化加算Ⅲ２：４８単位（５０円） 
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２４，介護職員等処遇改善加算Ⅰ：所定単位数の８．８％加算／月 

２５，介護職員等処遇改善加算Ⅱ：所定単位数の８．３％加算／月 

２６，介護職員等処遇改善加算Ⅲ：所定単位数の６．６％加算／月 

 

※ 実際にご利用いただけるサービスは個別に異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

 

＜介護保険給付外の利用料金＞ 

（１） 食費 

① 昼食   ６６０円／回 

② おやつ  １５７円／回（税抜１４３円）※希望者のみ 

（２） 日用品費   １００円／日 

※ ボディーソープ、石けん、リンスインシャンプー、バスタオル、フェイスタ

オル、ペーパータオル等の購入費用 

（３） 教養娯楽費  １００円／日 

※ 誕生日会、行事等で使用する材料費・レクリエーション用品、風船、画用紙、

半紙、色鉛筆等の購入費、新聞費用 

（４） コーヒー喫茶（火・水・木・金・土）   １５０円／回（税抜１３６円） 

（５） 紙パンツ代（利用された場合）      ２２０円／枚（税抜２００円） 

（６） パット代（利用された場合）       １１０円／枚（税抜１００円） 

（７） フラット代（利用された場合）      １１０円／枚（税抜１００円） 

（８） 写真代（購入された場合）         ５１円／枚（税抜４７円） 

※税抜金額の表示のあるものは１０％消費税課税後の金額です。税抜金額の表示のない項目は消費税非課税です。 

 

＜計算方法＞ 

 介護保険給付による利用料金の利用者負担金額に、介護保険給付外の利用料金を加えた金額が

ご請求額になります。利用料金は、毎月１日から末日までの期間で計算します。なお、介護保険

の区分見直し等の理由により介護保険給付による請求ができない場合は認定が出た後に計算し、

請求することになりますのであらかじめご了承下さい。 

 

＜支払い方法＞ 

 毎月１０日（１０日が休業日の場合は翌営業日）に、前月分の請求書を発行します。１０日以

降のご利用時に請求書をお渡しします。（通い袋にお入れします。）お支払い方法は口座引き落し

です。毎月２５日の引き落しとなります。入金確認後に領収書を発行し、通い袋に入れてお渡し

します。 
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 ご本人様や同居のご家族様による支払いが困難な方や、後見人・別居のご家族様等による支払

いを希望される場合はあらかじめご相談下さい。 

 なお、事務所の窓口でもお支払いいただけます。１０日（１０日が休業日の場合は翌営業日）

以降に事務所で現金にてお支払い下さい。 

 

 

 

（７）記録 

 施設は、利用者の通所リハビリテーションのサービス提供に関する記録を作成し、その記録を

利用終了後５年間保管します。ただし、法令等に別の期間が定められた場合はその期間とします。 

 当施設は、利用者が通所リハビリテーションのサービス提供に関する記録の閲覧、複写を求め

た場合、原則としてこれに応じます。ただし、扶養者その他の者（利用者の代理人を含む）に対

しては、利用者の承諾のある場合又は司法官憲の発する令状のある場合、その他必要やむを得な

い場合に限りこれに応じます。 

 

 

 

（８）身体拘束等 

 施設は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うこと

があります。この場合には、施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状態、緊

急やむを得なかった理由を診療録に記録することとします。 

 

 

（９）虐待防止に関する事項 

事業所は利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるもの

とします。虐待防止の為の対策を検討する委員会（テレビ電話装置などを活用して行うことがで

きるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。 

虐待防止のための指針を整備し、従業員に対して虐待防止するための定期的な研修を実施します。 

 

 

 

（１０）秘密の保持及び個人情報の保護 

 当施設及び当施設の職員は、重要事項説明書に定める個人情報保護方針に基づき、業務上知り

得た利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族に関する個人情報等を適切に取り
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扱い、重要事項説明書に定める業務上の必要がある場合を除き第三者に漏らしません。 

 前項に掲げる事項は契約終了後も同様の扱いとし、当施設の職員がその身分を失った後も同様

の扱いとします。 

 

 

 

（１１）個人情報の利用目的（プライバシーポリシー） 

 介護老人保健施設ピュアネス藍では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預

かりしている個人情報について利用目的を以下の通り定めます。 

 

【介護老人保健施設内部での利用目的】 

  ・当施設が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス 

  ・介護保険事務 

  ・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち、 

   −入退所等の管理 

   −会計・経理 

   −事故等の報告 

   −当該利用者の介護・医療サービスの向上 

【他の事業所等への情報提供を伴う利用目的】 

  ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

   −利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との 

    連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

   −利用者の診察等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

   −検体検査業務の委託その他の業務委託 

   −家族等への心身の状況説明 

  ・介護保険事務のうち 

   −保険事務の委託 

   −審査支払機関へのレセプトの提出 

   −審査支払機関または保険者からの紹介への回答 

  ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

  ・当施設の管理運営業務のうち 

   −医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

   −当施設において行われる学生の実習への協力 
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   −当施設において行われる事例研究 

 〔他の事業所等への情報提供に係る利用目的〕 

  ・当施設の管理運営業務のうち 

   −外部監査機関への情報提供 

 

平成１７年４月１日   介護老人保健施設ピュアネス藍  施設長 野中家久 

 

令和 7 年 5 月 1 日より施行 

 


